
類型指定の状況等 検討の必要性 第１回部会での意見等 基本的な考え方（案）

淀川水系

◎淀川下流(1)が重要な
上水道水源であることか
ら、その支川は既に全て
Ｂ類型以上となってい
る。近年の水質状況等を
考慮して必要に応じて上
位類型への改定を検討す
る。

◎檜尾川：Ｂロ→Ｂイ
◎他の６水域は改定なし

Ａ類型：３水域
Ｂ類型：４水域

（変更なし）
（１水域の達成期間変更）

◎神崎川がＢ類型である
ことを踏まえ、その支川
については「全水域Ｂ類
型以上」を目指して検討
する。

◎安威川下流(3)をＣ類型→Ｂ類型
◎安威川下流(1)、安威川下流
（2)、茨木川、大正川、勝尾寺川の
５水域をＢ類型→Ａ類型

Ａ類型：１水域
Ｂ類型：５水域
Ｃ類型：１水域

→
Ａ類型：６水域
Ｂ類型：１水域
（全てＢ以上となる。）

◎猪名川上流の支川につ
いては既に全てＡ類型で
あるため、引き続き、そ
の達成・維持を目標とす
る。（改定なし）

◎改定なし Ａ類型：７水域 （変更なし）

寝屋川水系
○「全水域Ｃ類型以上」
を目指して、類型・達成
期間を検討する。

○寝屋川を２水域に分割し、上流側
（寝屋川(1)）をＤ類型→Ｃ類型
○寝屋川(2)、恩智川、古川をＤハ
→Ｄロ
○第二寝屋川をＤハ→Ｄイ

Ｄ類型：６水域 →

Ｃ類型：１水域
Ｄ類型：６水域
（４水域あったＤハはなく
なる。）

大阪市内河川

◎都市域の身近な河川へ
の注目度の高まりから、
「全水域Ｂ類型が望まし
い」ことを踏まえ、類型
及び達成期間を検討す
る。

◎正蓮寺川、尻無川、木津川、木津
川運河、住吉川、東横堀川をＣ類型
→Ｂ類型
◎道頓堀川をＢハ→Ｂイ
◎土佐堀川をＣハ→Ｃイ

Ｂ類型：５水域
Ｃ類型：７水域

→

Ｂ類型：１１水域
Ｃ類型：１水域
（寝屋川の影響を大きく受
ける土佐堀川のみＣ類型、
他は全てＢ類型となる。）

◎石川がＢ類型であるこ
とを踏まえ、その支川に
ついては「全水域Ｂ類型
以上」を目指して検討す
る。

◎梅川をＢ類型→Ａ類型
◎石川をＢハ→Ｂイ
◎佐備川をＣロ→Ｃイ

Ａ類型：２水域
Ｂ類型：３水域
Ｃ類型：２水域

→
Ａ類型：３水域
Ｂ類型：２水域
Ｃ類型：２水域

○東除川及び西除川につ
いては、「全水域Ｃ類型
以上」を目指して、類型
及び達成期間を検討す
る。

◎西除川(1)をＢハ→Ｂロ
○西除川(2)をＤハ→Ｄロ

Ｂ類型：１水域
Ｃ類型：１水域
Ｄ類型：１水域

Ｂ類型：１水域
Ｃ類型：１水域
Ｄ類型：１水域
（Ｄハは国指定分を除き、
なくなる。）

○樫井川以北の河川の上
流部及び支川については
「Ｂ類型以上」、下流部
については「Ｃ類型以
上」を目指して、類型及
び達成期間を検討する。

○石津川、春木川、近木川をＥ類型
→Ｄ類型
○津田川、佐野川、樫井川下流をＥ
ハ→Ｅイ
○見出川をＥハ→Ｅロ
○大津川下流をＤハ→Ｄイ
◎牛滝川をＢハ→Ｂロ

Ａ類型：１水域
Ｂ類型：６水域
Ｃ類型：１水域
Ｄ類型：１水域
Ｅ類型：７水域

→

Ａ類型：１水域
Ｂ類型：６水域
Ｃ類型：１水域
Ｄ類型：４水域
Ｅ類型：４水域
（Ｅ類型３減、Ｄハ及びＥ
ハはなくなる。）

◎男里川以南の河川につ
いては、既に全てＡ類型
であるため、引き続き、
その達成・維持を目標と
する。（改定なし）

◎改定なし Ａ類型：８水域 （変更なし）

ＢＯＤ等５項目の類型改定の基本的な考え方について

検討結果（案）のまとめ

○前回の改定か
ら概ね５年が経
過

○これまでの水
質改善や河川環
境の整備などに
よって、府民の
身近な河川に対
する意識が変化
→府内の水域全
体として、「利
用状況が変化」

○近年の水質の
状況
→ 水 質 の 変 化
（水域ごとに特
徴あり）

○水域の「類型」
は当面の水質保全
対策の目標となる
もの
○現在の類型は、
各水域の特性、利
用目的をもとに、
指定・改定当時の
水質状況等を考慮
して指定・改定さ
れている。
○その結果、水系
ごとに特徴があ
る。
○魚の生息に良好
な水質はＣ類型以
上とされている。

具体的な方針（案）

○：基本的な考え方：①に対応
◎：基本的な考え方：②に対応

神崎川水系

大和川水系

泉州諸河川

①府内の全河川をより魅力
のあるものとするため、
「全水域Ｃ類型以上」を目
指して、近年の水質状況等
をもとに、今後概ね５年間
の目標となる類型・達成期
間を示す。

②現在既にＣ類型以上の水
域についても、各水域の特
徴や近年の水質状況等を考
慮し、必要に応じてより上
位の類型に改定する。

○指定水域数の増加（＋１水域）
・「寝屋川」を「寝屋川(1)」と「寝屋川
(2)」に区分するため、１水域増加
・全８０水域→８１水域

○８０水域（府指定分７３水域）中、１
７水域を上位類型に改定
・Ｂ類型→Ａ類型：６水域
・Ｃ類型→Ｂ類型：７水域
・Ｄ類型→Ｃ類型：１水域
・Ｅ類型→Ｄ類型：３水域

○Ａ類型は、８０水域中２２水域
（27.5％）から８１水域中２８水域
（34.6％）に増加

○Ｂ類型以上は、８０水域中４９水域
（61.3％）から８１水域中５６水域
（69.1％）に増加

○Ｅ類型は、８０水域中７水域（8.8％）
から８１水域中４水域（4.9％）に減少

○１７水域について、「達成期間」を見
直す。
・Ｂ類型ロ→イ：１水域
・Ｂ類型ハ→イ：２水域
・Ｂ類型ハ→ロ：２水域
・Ｃ類型ロ→イ：１水域
・Ｃ類型ハ→イ：１水域
・Ｄ類型ハ→イ：２水域
・Ｄ類型ハ→ロ：４水域
・Ｅ類型ハ→イ：３水域
・Ｅ類型ハ→ロ：１水域

○府が指定している水域では、「Ｄ類型
ハ」及び「Ｅ類型ハ」はなくなる。

○今後も概ね５年間隔で
見直しを行うべき。→今
回の検討は今後、概ね５
年間の目標となる類型・
達成期間を検討する。

○第１回部会で示された
基本的な考え方案は、現
状追認的な考え方が強調
されすぎである。類型の
持つ意義などをきちんと
整理した表現が必要であ
る。

○各水域の特徴や利用状
況の変化などをもとに、
各水域の将来的な“目標
とすべき類型”を再整理
したうえで、現在の類型
との比較を行いつつ、近
年の水質の変化を考慮し
て、今後概ね５年間の目
標となる類型を検討する
必要がある。

資料４

・Ａ類型：２２水域
・Ｂ類型：２７水域
・Ｃ類型：１４水域
・Ｄ類型：１０水域
・Ｅ類型：　７水域
　　計：８０水域

・Ａ類型：２８水域
・Ｂ類型：２８水域
・Ｃ類型：　８水域
・Ｄ類型：１３水域
・Ｅ類型：　４水域
　　計：８１水域


